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１.概要 
（背景） 

• 総務省が返礼品ではなく、寄附の
具体的な使われ方（コト）で寄附を
募る方法を推進している。 

• 第４次八女市総合計画6章1-3「市

民活動の育成（ＮＰＯ法人等の団
体育成） 

多様化・複雑化する行政課題を
解決するためにNPO法人が自治

体の補完的な部分を担うことが期
待される。 

• 平成22年12月17日付け総務省自

治税務局市町村税課長通知（総
税市第74号）により、NPO法人へ

の助成を目的とした自治体等へ
の寄附（ふるさと納税）も寄附控
除の対象とされている。 

多様化・複雑化する八女市の
課題解決の一層の推進に向
け、ふるさと納税を活用して
八女市内で活動するＮＰＯ法
人が行う非営利活動を支援
する。 
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2.手段 

クラウドファンディング型ふる
さと納税制度を活用して寄附
を集める 
 
具体的には、トラストバンクが運営
する「ガバメントクラウドファンディン

グ（これ以降は、ＧＣＦと略しま
す）」の活用 

内容 メリット 留意点 

具体的なプロジェ
クトに対して寄附
を募るクラウドファ
ンディング型 

・寄附の使途が明確 

・ＮＰＯに関連した返礼品の設定が
できる。 
・寄附を集めやすい 
・制度の乱用がされにくい。 
・ＮＰＯ法人活動のＰＲにつながる。 

・原則、最長３カ月 
・寄附が集まらなくても必ず
事業を実行する必要がある。 
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【通常のふるさと納税と違い】 

通常の場合 NPO法人支援型ＧＣＦの場合 

八女市 

返礼品を選択 

寄附 

具体的なNPO法人の 
プロジェクトを選択 

NPO法人活動 

寄附者 寄附者 寄附 

八女市 

交付 
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【ＧＣＦを活用した寄附金の流れ】 

ＮＰＯの活動 

寄附 

ふるさと支援寄附基金 

八女市 

寄附者 ふるさとチョイス 

（ガバメントクラウド
ファンディング） 

寄附金
の交付 どのＮＰＯ活動を 

応援しようかしら？ 
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3.対象団体及び事業要件 
（1）対象団体 

• 福岡県知事が認証するＮＰＯ法人 

• 八女市内に主たる事務所を置き、総会や理事会
などにより団体の意思決定を行っている 

• 公益性の高い活動を行っている 

• 市内において計画的かつ継続的な活動を行うこ
とが見込まれ、市内に在住する構成員が１人以
上いること 

• 活動等の情報を広く開示していること 
• 宗教または政治的な活動ではないこと 
• 暴力団等の関係が無いこと    ・・・など 
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3.対象団体及び事業要件 
（2）事業要件 

• 公益的な事業 

• 市の総合計画に掲げる施策と整合 

 ※例えば、「発展途上国の飢餓を救うための活動」「世界遺産の保存活動」といったもの
は、総合計画に掲げる市の施策に関係がないので、本市の場合は対象となりません。 

• 構成員のみを対象とする事業ではないこと 

• 寄附金の多少にかかわらず（寄附金が目標額に達しな
い場合であっても）事業を実施すること 

                              ・・・ など 

【その他対象事業とならないもの】 

• 公序良俗に反するもの、宗教的、政治的活動 

• 単なるＮＰＯ法人の赤字補てんとみられる事業 
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※交付対象経費（令和2年度から追加） 

• プロジェクトに直接関係する経費のみが対象
経費となります。 
例えば、打上げ等の飲食費やNPO法人の運
営に係る人件費等は対象になりません。 

• 要綱の別表第１（第４条関係）を参照ください。 
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【参考：寄附額が目標金額に達しなかった場合】 

• GCFは金額が目標額に

達しなかった場合でも事
業を実施しなければなり
ません。なので、NPO法

人にもそのリスクがある
ことを認識していただく必
要があります。 

• 目標金額に達しなかった
場合でも自己資金又は
受入寄附額で実現可能
かどうかを見極めてくだ
さい。 

10 

目標金額
に達しな
かった額 

寄附受入
額 

寄
附
目
標
設
定
額 

NPO法

人の自
己資金 

不足分を市が 
補てんすること 
はありません 



4.活用事例 

今なら間に合う！廃墟寸前の町
家を再生し、八女福島の町並みを
守りたい   
 
【寄附金の活用方法】 
旧倉富家の改修工事を行う費用の一部 
・工事費等 
・その他経費等 

近現代ピアノ音楽塾を開催して、
音楽に触れる機会をもっと増やし
たい！ 
 
【寄附金の活用方法】 
音楽塾を開催するための費用 
・会場関係費 
・講師関係費  
・アシスタント奏者関係費 
・広告宣伝費  
・雑費（著作権料など） 
・その他募集等経費 など 
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5. 選定方法 

市に申請書等の書類を提出
されたら、外部委員を含む選
定委員会を開催し、決定する。 
 
選定は年に１回開催 

市に事前協議 

市に書類の提出 

事務局による内容の確認 

選考委員会で選考 

（必要に応じてプレゼンテーション） 

決定通知 
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6.工程 
 （募集から実績報告まで） 

 

区分 

Ｎ年度 Ｎ＋１年度 

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ① ② ③ 

公募・申込み 

選定委員会 

翌年度予算措置 

準備 

寄附の募集期間 

基金へ積立 

団代へ寄附金交付 

事業の実施 

団体から寄附者
へ活動報告 
市へ実績報告
（又は中間報告） 

目安 

注意：令和２年度は上記スケジュールと異なります。 
本制度は寄附金制度であるため募集期間後であればＮ年度であっても事業着手可能。 13 



（工程：流れ図） 

Ｎ年度 Ｎ＋１年度 

ＮＰＯ 

市 

寄附者 

事前 
協議 

聞取 

申請 

選定 

準備 

募集 

クラウドファン
ディング 

寄附 

支出 
予算化 

積立 

交付
申請 

準備 
開始 

決定
通知 

基金
取崩 

決定
通知 

事業
実施 

報告 

※返礼品や寄附受領書の送付以外のフロー 
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原則、N+1年度までに事
業完了すること。 



7.手続き 
（１）活用団体指定申請まで 

① 原則としてあらかじめ寄附の活用方法等について、
市に事前協議が必要。その際は、下記のイ）とエ）
の素案を持参ください。 

② 書類を市に提出 
ア）ＮＰＯ法人の支援を指定した八女市ふるさと支
援寄附活用団体指定申請書兼誓約書（様式第１
号） 

イ）ＮＰＯ法人の活動支援事業に係るふるさ
と支援寄附金活用計画書（様式第２号） 
ウ）定款 
エ）寄附活用事業に係る企画書（任意様式） 
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7.手続き 
（２）交付請求 

① ＮＰＯ法人の活動支援事業に係る寄附金交付請求
書（様式第４号）書類を市に提出 

【ＮＰＯ法人へ交付する寄附金額 】 

諸経費 
市からＮＰＯ団体へ 
寄付金として使途 

【諸経費】 
• 寄附受領証等の送付などの通信費 
• 寄附受領に要した手数料（振込、クレジット決済） 
• ふるさと支援寄附業務委託料 
• インターネット上での掲載、募集及び受付に要した費用 
• 返礼品の代金及び送料 
※ 諸経費については募集設定内容に応じて変わります。 

ＧＣＦで受付けた寄附金 
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8.活動の報告 
 （市に対する報告と寄附者に対する報告） 

• 指定ＮＰＯ法人は、事業が終了
したら、活用実績について記載
した実績報告書（様式第６号）等
を、提出しなければならない。 

（原則、募集をした年度の翌年
度までに終了する） 

• 指定ＮＰＯ法人は、ウェブサイト
及び会報等において八女市ふ
るさと支援寄附を活用した寄附
活用事業を広く情報発信しなけ
ればならない。 
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9.その他 
（１）返礼品の設定も可能 

指定ＮＰＯ法人の活動に関連したものであれば返礼品の設定
が可能。ただし、八女市ふるさと支援寄附協力事業者募集要
項が定める基準※1によるものとする 

※１ 
基準 
・返礼率：寄附額の３割以下 
・地場産品 
・高額商品（10万円以上）を
除く 

・電化製品や金券など換金
性及び資産性の高いものを
除く など 

他市事例 

「伝統工芸士の担い手支
援ＧＣＦ」として、当該伝統
工芸士の作品を返礼品に
している 
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【返礼品の設定方法】 

①ＮＰＯ法人が返礼品事業者にな
る場合 

②ＮＰＯ法人と協力関係にある返礼
品事業者の返礼品を取り扱う場合 

注意：どちらの場合も、八女市ふるさと支援寄附協力事業者募集要項に基づき 
    事業者登録をする必要があります。 

ＮＰＯ法人＝返礼品事業者 
 

ただし、別途、八女市ふるさと支援寄
附協力事業者募集要項による事業
者登録をする必要がある。 

ＮＰＯ法人≠返礼品事業者 
 

ＮＰＯ法人と返礼品事業者の間に応
援協定などの協力関係が必要。 
 

ただし、返礼品事業者は、「八女市ふ
るさと支援寄附協力事業者募集要
項」により既に事業者登録をしている
ものに限る。 
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返礼品とその送料代金について 

返礼品の代金や配送料については、市が負担するので交付金と別の流れで精算さ
れます。（ＮＰＯ法人に交付時に、募集した寄附金から諸経費として相殺します） 

寄附者 

八女市の 

業務代行
業者 

寄附申込＆ 
返礼品選択 

返
礼
品
事
業
者 

※
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
返
礼
品
事
業
者

と
な
る
場
合
は
当
該
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

八女市 

①返礼品発注 

②返礼品発送 

③売掛金支払 
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概ね返礼品納品月の翌月に支払
い。配送料は返礼品事業者の立替
払い無し。 



（２）ＧＣＦにおける寄附目標金額の設定 

• 活動に必要な事業費がある
場合は、諸経費等を想定し
たうえで、寄附目標額を設
定する必要がある。実務的
には、ＧＣＦの運営事業者
（トラストバンク）と打合せを
しながら進めることになる。 

• 指定ＮＰＯ法人はＧＣＦによ
る寄附があった場合は、寄
附者に対して寄附を収納し
た場合の謝意の表明として
お礼状の贈呈が可能（寄附
者が了承した場合のみ） 

ＮＰＯ法人が集め
たい事業費 
（支援寄附金） 

（お礼状の送付にかかる経
費はこちらに想定してくださ
い） 

諸経費 
（通信費、決済手数料業務
委託料、募集及び受付に要
した費用、返礼品の代金及
び送料） 

寄
附
目
標
設
定
額 
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（３）留意事項 

支援寄附金は不正等があれば返還になる可能性がある
ので注意してください。 
 
• 指定ＮＰＯ法人が、諸条件に違反した場合 

• 指定ＮＰＯ法人が、第６条に規定する寄附の受付開始
後に活用事業の目的を変更した場合 
プロジェクトに対して寄附を集めるクラウドファンディン
グの性質上、いったん受付を開始したら目的の変更
ができません。 

• 不正その他不適当な用途に使用した場合 

• 活用事業に活用されなかった支援寄附金については、
不用額分を返還 
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（４）ＧＣＦ設定について 
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団体の指定を受けてから、ＧＣＦの募集案件、内容、返礼品
設定の有無、写真等の素材の提供などについては、ＮＰＯ
法人が主体的に準備することが前提となるが、八女市、Ｇ
ＣＦを運営するトラストバンクと調整を図りながら進めるため、
最低でも1.5カ月ほど要する。 
 

また、寄附者の方へより事業を理解してもらい、寄附に賛
同していただくことが重要であるため、募集開始前に事業
内容や表現方法等の変更をＮＰＯ法人に依頼する場合が
ある。 


